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自己紹介 
平田麻莉 

一般社団法人プロフェッショナル＆ 

パラレルキャリア・フリーランス協会 代表理事 

学部 修士 

博士過程 

職員（業務委託） PRコンサル会社 

＋ 広報プランナー、ケースライター、 

出版プロデューサー 
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• セカンドキャリア

の模索 

• 定年後は誰もが 
フリーランスに 
なりうる 

2024年
問題 

• 従来は正規雇用・

終身雇用が前提 

• 滅私奉公への危機

感から、副業、独

立への関心高まる 

レールの

複線化 

千葉市生涯現役応援センター主催セミナー「雇われない

生き方」では40代から80代まで50名が参加。 

KIT虎ノ門大学院主催セミナー「ひとつの会社に縛られな

い働き方」は参加者85名中過半数が40歳以上。 

ムックとして異例の3刷 

1万5千部のベストセラー。 

各種メディアでも連日話題に。 
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11,300人 

フォロワー数 

120社 

賛助企業 

フリーランスによるフリーランスのための非営利団体として 

2017年1月26日に設立 

1,600人 

一般会員数 
（メルマガ、SNS） 

慶應義塾大学名誉教授 
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出典：「プロフェッショナルな働き方・フリーランス白書2018」 

独立系 
フリーランス 

（雇用関係なし） 

副業系 
フリーランス 

（雇用関係あり） 
 ※派遣・アルバイトを含む 

経営者 
（法人成り、 
マイクロ法人） 

個人事業主 
（開業届提出者） 

すきまワーカー 
（定年退職者、 
主婦、学生など） 

小規模事業者 

雇用× 
経営者 

雇用× 
個人事業主 

雇用× 
すきまワーカー 

雇用× 
雇用 

業務委託契約 

準委任契約など 

（toB／toC） 
雇用 

業務委託契約 

準委任契約など 

（toB／toC） 

経済法（独禁法、下請法）、民法（請負、準委任） 適用法 労働法（本業時）＋経済法、民法（副業時） 労働法 

協会けんぽ or 

健康保険組合 

国民健康保険 

or扶養 

扶養or 

国民健康保険 
健康保険 健康保険組合 

第２号 
第１号 

（厚生年金なし) 

第１号  

or 第３号 
年金保険 

第２号 or 第３号 
(厚生年金あり) 

× × × 雇用保険 
◯ 

※但し、副業としての業務は対象外 

× 
※但し、特別加入制度あり 

労災保険 
◯ 

※但し、副業としての業務は対象外 

規制なし 労働時間規制 本業では規制あり、副業は規制なし 通算義務有 

雇用 起業 雇用 雇用 
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柔軟な働き方を選びたいのに、 

踏み出せない・続けられない人が多い 
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 Q.今の働き方を始めた理由は？ 
 →裁量、時間／場所の自由、能力発揮、挑戦、ワークライフバランス… 

n=869 

59.4 

56.0 

46.3 

43.8 

37.4 

26.6 

22.6 

11.3 

8.5 

3.7 

2.1 

1.0 

6.8 

自分の裁量で仕事をするため 

働く時間/場所を自由にするため 

より自分の能力/資格を生かすため 

挑戦したいこと/やってみたいことがあるため 

ワークライフバランスを良くするため 

収入を増やすため 

ライフイベントに合わせて業務量を調整するため 

自分の体調不良のため 

子育てとの両立のためにやむを得ず 

会社から解雇されたため 

勤め先が倒産・廃業したため 

介護との両立のためにやむを得ず 

その他 
出典：「プロフェッショナルな働き方・フリーランス白書2019」 



Copyright 2017-2018 Freelance Association Japan  All rights reserved. 

 Q. 会社員時代に比べて、増えた(上がった)/減った(下がった)ものは？ 
  ※前問で「1つの会社に所属していたことがある」と回答された方 
 →減った ：働く時間、ストレス 
  増えた ：人脈、スキル／経験、満足度、生産性、自由時間 
  個人差あり：収入 

n=808 

働く時間 

人脈 

収入 

スキル / 経験 

満足度 

生産性 

自由時間 

ストレス 

21.7 

67.6 

42.5 

81.4 

83.0 

63.1 

73.9 

12.0 

18.4 

20.4 

16.2 

15.6 

14.1 

26.2 

13.1 

20.8 

59.9 

12.0 

41.3 

3.0 

2.8 

10.6 

13.0 

67.2 

増えた（上がった） 変わらない 減った（下がった） 

出典：「プロフェッショナルな働き方・フリーランス白書2019」 
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ジョブマッチング機関 

（業務委託版ハローワーク） 
厚生年金 

ハラスメントの防止 

（セクハラ、パワハラ、 

マタハラなど） 

失業保険 健康保険組合 契約の履行確保 

スキルアップ/キャリアアップ
支援・助成 

労災保険 
契約内容の決定・変更・終了

ルールの明確化 

最低報酬 

出産・育児・介護などの 

セーフティネット 

（休暇や所得補填） 

契約条件の明示 

トラブルの相談窓口 

労働時間規制 

仕事上のトラブル対策 
Business Trouble 

仕事上のリスク対策 
Business Risk 

生活健康のリスク対策 
Life Risk 

出典：厚生労働省「雇用類似の働き方に関する
検討会報告書」の５（１０）総括で挙げられた

事項等を基に平田が加筆整理 



Copyright 2017-2018 Freelance Association Japan  All rights reserved. 

 Q. :フリーランスや副業をするといった新しい働き方を 
   日本で選択しやすくするためには、何が必要だと思いますか？  n=869 

出典：「プロフェッショナルな働き方・フリーランス白書2019」 

63.6 

59.6 

52.0 

51.3 

49.9 

47.1 

46.5 

45.9 

44.5 

42.7 

40.0 

38.3 

38.3 

37.4 

35.3 

25.5 

15.1 

6.3 

- 10人 20人 30人 40人 50人 60人 70人 

出産・育児・介護などの セーフティネット（休暇や所得補填） 

健康保険組合 

厚生年金 

フリーランスと被雇用（会社員）を自由に行き来できる仕組み 

多様化・高度化するフリーランスに適した仕事を増やす仕組み 

企業における、フリーランスに対する偏見や誤解の是正 

フリーランス同士のネットワーキング・協働ができる仕組み 

労災保険 

企業に対する、契約時の条件明示の義務付け 

金融機関や不動産会社等における社会的信用の確立 

企業に契約内容の決定・変更・終了ルール明確化を指導・義務付け 

企業に対し、契約の履行を確保させる制度や仕組み 

企業とのトラブル時の相談窓口の設置 

スキルアップ/キャリアアップ支援・助成の仕組みの整備 

ジョブマッチング機関（業務委託版ハローワーク）の整備 

ハラスメント（セクハラ、パワハラ、マタハラなど）の防止策整備 

労働時間規制 

その他 

→ライフリスクに回答が集中。社会保険のポータビリティを求める声も。 
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健康 

リスク 

妊娠・出産 

リスク 

介護 

リスク 

長生き 

リスク 
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 Q. :現在の働き方を続ける/成功させる上で重要だと思うものは？ 
 →税制、子育て支援、社会保障（セーフティネット）などの 
  社会・福祉制度について書いた人：391人 

n=1141 

出典：「プロフェッショナルな働き方・フリーランス白書2018」 
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正社員 非正規社員 経営者・役員 フリーランス 

雇用保険 失業保険 
○ △ × × 

育児休業給付・ 
介護給付 

○ △ × × 

職業訓練給付 
○ △ × × 

労災保険 所得補償 
○ ○ × × 

傷病補償 
○ ○ × × 

健康保険 被用者 
○ ○ ○ △ 

（国民健康保険） 

年金保険 厚生年金 
○ △ ○ △ 

（国民年金のみ） 

労働法 育児・介護休業 
○ △ × × 

その他 キャリアアップ助
成金 

× ○ × × 
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出典：Twitter（「フリーランス」「健康診断」で検索） 
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会社員Aさん 個人事業主Bさん 

6w 8w 180d 

産前 育休 

休業補償あり 自主休業（休業補償なし） 

前提：両者ともに 

・働き方＝週5日8時間 

・出産日＝2018年2月1日 

・月収 ＝30万円 

産後 

計 ¥2,884,366 

出産育児 

一時金 

+¥420,000 

出産 

手当金 

+¥653,366 収
入 

 

 

支
出  社会保険料 

 ¥0 （産休育休期間ともに免除） 

育児休業 

給付金 

+¥1,811,000 

収
入 

 

 

支
出 

6w 8w 

産前 育休 産後 

出産育児 

一時金 

+¥420,000 

1歳まで 

出産 

手当金 

+¥0 

社会保険料 

-¥128,163 

育児休業 

給付金 

+¥0 

社会保険料 

-¥427,210 

計 −¥135,373 

180d 1歳まで 

 Aさん¥2,884,366 
－Bさん  -¥135,373 

＝ ¥3,019,739 

出典：「雇用関係によらない働き方と子育て研究会 提言書」 

※2019年4月より、国民年金第一号被保険者も、

産前産後期間は、国民年金保険料が免除とな

ることに歓迎の声多数。ただし、国民健康保険

料は依然として納付の必要がある。 

もらえる／ 

支払うお金に 

300万円の差 
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出典：国民年金基金「老後のお金のギモン全部お答えします」 

フリーランスは 

会社員より、 

もらえる年金が 

半分なのか… 

将来不安だけど 

仕方ないな… 

自分でしっかり 

稼いで 

資産運用して、 

貯蓄を増やせば 

年金に頼らなくて
も済むぞ！ 

年金ってこんなに
取られてたんだ！ 

会社員時代は知ら
なかったけど、な
かなか痛い出費… 

国民年金基金の 

資料請求をしたけ
ど、自分に合った
プランが分からず
放置。先の話だし、
そのうち考えよう 

iDeCoって投資で

しょう？元本割れ

したら嫌だし、中

途解約できないし、

そこまでして増や
さなくていいや… 

（※ここが発想のスタート） 
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出典：「プロフェッショナルな働き方・フリーランス白書2018」 

独立系 
フリーランス 

（雇用関係なし） 

副業系 
フリーランス 

（雇用関係あり） 
 ※派遣・アルバイトを含む 

経営者 
（法人成り、 
マイクロ法人） 

個人事業主 
（開業届提出者） 

すきまワーカー 
（定年退職者、 
主婦、学生など） 

小規模事業者 

雇用× 
経営者 

雇用× 
個人事業主 

雇用× 
すきまワーカー 

雇用× 
雇用 

業務委託契約 

準委任契約など 

（toB／toC） 
雇用 

業務委託契約 

準委任契約など 

（toB／toC） 

経済法（独禁法、下請法）、民法（請負、準委任） 適用法 労働法（本業時）＋経済法、民法（副業時） 労働法 

協会けんぽ or 

健康保険組合 

国民健康保険 

or扶養 

扶養or 

国民健康保険 
健康保険 健康保険組合 

第２号 
第１号 

（厚生年金なし) 

第１号  

or 第３号 
年金保険 

第２号 or 第３号 
(厚生年金あり) 

× × × 雇用保険 
◯ 

※但し、副業としての業務は対象外 

× 
※但し、特別加入制度あり 

労災保険 
◯ 

※但し、副業としての業務は対象外 

規制なし 労働時間規制 本業では規制あり、副業は規制なし 通算義務有 

雇用 起業 雇用 雇用 
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出典：「プロフェッショナルな働き方・フリーランス白書2018」 
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出典：「プロフェッショナルな働き方・フリーランス白書2018」 
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ご清聴ありがとうございました！ 
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出典：リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」（2018） 

※フリーランスの定義を、 

①雇用者のない自営業主もしくは内職であり、 

②実店舗をもたず、 

③農林漁業（業種）従事者ではない、とした場合 
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クリエイティブ 
フリーランス 職人 

フリーランス 
ビジネス 
フリーランス 
（インディペンデン

ト・コントラクター） 
カウンセラー 

講師 

ハウスキーパー 

整理収納アドバイザー 

シェフ 

スポーツトレーナー 

コーチ 

フォトグラファー 

ライター 

コンサルタント顧
問 

クリエイター 

WEBデザイナー 

広報・マーケター・ 
人事・財務スペシャリスト 

スポットコンサル 

アドバイザー 

エンジニア 

フードコーディネーター 

スタイリスト アートディレクター クリエイティブディレクター 

イラストレーター 映像ディレクター 

アニメーター 編集者 美容師 

ハンドメイド作家 アーティスト 音楽家 ダンサー 

コピーライター 一人親方 トラック運転手 

接客・販売 

士業 

出典：「プロフェッショナルな働き方・フリーランス白書2018」 

事務、データ入力など 

翻訳家 
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人口ピラミッド

0.0%

0.1%
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13.5%

11.6%
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55～59
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45～49

40～44

35～39

30～34

25～29

20～24

～19

2019年2月25日現在 会員数1624名 

  

男性 
女性 

一般会員の地域分布

北海道

2%

東北

2%

関東（除く東京）

26%

東京

40%

中部

9%

関西

12%

中国

2%

四国

1%

九州・沖縄

6%

一般会員の開業後期間と労働属性

３年以上

42%

６ヶ月以上３

年未満

32%

６ヶ月未満

26%

88.4% 7.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フリーランス（自営的就労） パラレルワーカー（雇用主が１社）

パラレルワーカー（雇用主が２社以上） その他

一般会員の職種分布

17

47

30

52

60

73

68

64

94

132

206

271

307

398

470

0.7%

2.1%

1.3%

2.3%

2.6%

3.2%

3.0%

2.8%

4.1%

5.8%

9.1%

11.9%

13.5%

17.5%

20.7%

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520

金融保険系

ライフサポート系

士業系

美容ファッション系

販売・営業系

人材系

事務・バックオフィス系

芸術系

教育系

企画系

その他

コンサルティング系

出版・メディア系

技術開発系

クリエイティブ系

（人）

開業状況

個人事

業主（開

業届提

出済）

66%

個人事

業主（開

業届出

なし）

26%

法人

6%

その他

2%

① ② ③ 

④ ⑤ （複数回答） 


